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許 可 証 の 返 納

　条例改正等により手数料が変更となる場合がありますので、詳しくは管轄警察署又は警視庁生活環境課までお問
い合わせください。

　猟銃・空気銃又はクロスボウの所持許可(標的等)とは、銃刀法第４条第１項第１号の規定による狩猟、有害鳥獣
駆除又は標的射撃を用途とする所持許可をいいます。

　申請者の都合により、申請種別の変更、申請取下げ等をした場合、手数料は返還できません。

譲 受 許 可

手数料不要

3,500円

消 費 許 可

許 可 証 の 記 載 事 項 変 更

許 可 証 の 再 交 付

火工品（実包・空包・銃用雷管）のみ 2,400円

火薬(黒色猟用火薬又は無煙火薬25㎏以下)のみ

火 工 品 （ 実 包 ・ 空 包 ・ 銃 用 雷 管 ） と
火薬（黒色猟用火薬又は無煙火薬25㎏以下）

譲 渡 許 可 1,200円

返納
手数料不要

書 換 え

～猟銃用火薬類等関係手数料～

申請種別 手数料

書き換える対象の物ごとに

許可証ごとに

再交付

抹消

所 持 許 可

許可証ごとに

1,600円

1,900円

猟銃・空気銃の所持許可(標的等)を
受けていない方の最初の猟銃・空気
銃の所持許可(標的等)

クロスボウの所持許可(標的等)を受
けていない方の最初のクロスボウ所
持許可(標的等)

現に猟銃・空気銃の所持許可(標的
等)を受けている方の猟銃・空気銃の
所持許可（追加）

現にクロスボウの所持許可(標的等)
を受けている方のクロスボウの所持
許可(標的等)（追加）

更 新

7,200円

4,800円

6,800円

4,400円

銃砲、刀剣類又はクロスボウに関係する内容
（銃身長、替え銃身、クロスボウの全長等）

現在お持ちの許可証で更新
１丁目の申請

同時に行う２丁目以降

人定事項に関係する内容
（本籍、住所、氏名等）

6,800円

4,300円

１丁目の申請

同時に行う２丁目以降

新しい許可証で更新
１丁目の申請

同時に行う２丁目以降

１丁目の申請 10,500円

同時に行う２丁目以降 6,700円

上記以外の銃砲、刀剣類
又はクロスボウの所持許

可

１丁目の申請

同時に行う２丁目以降

8,900円

9,600円

5,900円

10,500円

6,700円

認 定
年少射撃資格認定

一人目の監督者に対する申請

同時に行う二人目以降
の監督者に対する申請

経 験 者 講 習 （ 猟 銃 等 ・ ク ロ ス ボ ウ ）

年 少 射 撃 資 格 講 習

技 能 講 習 （ 猟 銃 所 持 者 の み ）

教 習 資 格 認 定

6,900円

3,000円

9,800円

12,700円 ⇒ 14,000円

～銃砲等又は刀剣類所持許可等関係手数料～

手　数　料申　請　種　別

初 心 者 講 習 （ 猟 銃 等 ・ ク ロ ス ボ ウ ）

講習会関係


